
（別紙１） 

実施計画書（仕様書） 

１．事業名 

令和８年度エネルギー需給統計整備等調査事業（エネルギー消費統計調査の集計・分

析及び、都道府県別エネルギー消費統計の整備に係る調査研究） 

 

２．事業目的 

（１）エネルギー消費統計調査の集計・分析 

地球温暖化問題への対応を強化するため、我が国の二酸化炭素排出の約９割を占め

るエネルギー消費の実態を正確に把握し、効果的な施策立案に資する基礎データを整

備することが必要不可欠である。 

本事業では、エネルギーを消費する事業者に対する調査を体系的に行い、エネルギー

の消費実態を把握する。特に、エネルギー消費実態の把握が比較的難しい分野（業務部

門、中小製造業等）に重点を置いて､エネルギーの消費実態に関する調査を行い｢エネル

ギー消費統計」を正確かつ定められた期日内に迅速に作成・公表する。 

併せて、統計精度の更なる精緻化に向けた検討を実施する。集計結果を踏まえながら、

現状の標本設計、集計方法、調査事項等を分析し、以降の調査実施にフィードバックさ

せることで継続的な精度向上を目指す。 

本事業は、エネルギー消費統計を整備し、総合エネルギー統計（日本に輸入され、あ

るいは国内で生産され供給された石炭・石油・天然ガスなどのエネルギー源が、どのよ

うに転換され、最終的にどのような形態でどの部門や目的に消費されたかを定量的に

示すもの）への組込みを行うことで、国連への我が国の温室効果ガス排出量の報告や、

国際エネルギー機関へのエネルギー需給実績の報告の精緻化を図ることを目的として

実施するものである。 

 

（２）都道府県別エネルギー消費統計の整備 

資源エネルギー庁では、平成１６年度から、地方自治体の温暖化対策の実効性を一層

高めるため、地域レベルでのエネルギー消費量などを推計し、「都道府県別エネルギー

消費統計」を整備している。 

より具体的には、総合エネルギー統計の、企業・事業所他部門、家庭部門、運輸部門

について、エネルギー種別都道府県別にエネルギー消費量を推計してきている。 

これらの成果は、資源エネルギー庁のホームページや政府統計総合窓口（e-Stat）で

公表され、地域におけるエネルギー対策、地球温暖化対策の基礎データとして活用され

ている。 

一方、上記、総合エネルギー統計については、平成２７年の新推計手法の導入後、平



成２９年の改訂を経た精緻化が推進されており、これらを踏まえた、都道府県別エネル

ギー消費統計の精緻化も進められ、令和７年１２月に２０２２年確定値、２０２３年暫

定値の都道府県別エネルギー消費統計を公表したところである。 

このような状況を踏まえ本事業においては、これまでの研究成果に基づき、地域にお

ける各種施策に資する基礎データとしての都道府県別エネルギー消費統計を安定的・

機動的に提供していくとともに、総合エネルギー統計との整合性を確保しつつ引き続

き更なる精緻化を目指すため実施するものである。 

 

３．事業内容 

（１）エネルギー消費統計調査の集計・分析 

（１－１）令和７年度エネルギー消費統計調査の集計表等の作成 

① 集計表の作成 

令和７年度エネルギー消費統計調査の集計表を、６．貸与物品（磁気媒体）に示すデー

タを用いて以下の要領で作成する。 

・作成する集計表の種類は以下のとおり。 

 

（表１）エネルギー消費統計調査で作成する統計表 

表番号 備考 

第１表 燃料・電力・蒸気受払表 燃料・電力・蒸気の消費量を、産業中分類・エネル

ギー種別・用途別に集計  （１）燃料受払表 

① 業種別表 

    ②業種別燃料種別表 

 （２）電力受払表 

 （３）蒸気・熱受払表 

第２表 直接エネルギー投入表 産業中分類・エネルギー種別のエネルギー消費量

（直接エネルギー投入）を集計 

第３表 エネルギー消費原単位表 事業所当たり、従業者数当たり、売上高当たり、延

床面積当たりのエネルギー消費原単位とその標準

誤差を算出して集計 

参考表１ 都道府県・業種別エネルギー 

消費量表 

都道府県・産業大分類（製造業は中分類）ごとのエ

ネルギー消費量を集計 

参考表２ 都道府県・エネルギー種別 

エネルギー消費量表 

都道府県・エネルギー種別ごとのエネルギー消費量

を集計 

参考表３ 自家発電種類別の発電量 自家発電による発電量を、産業大分類（製造業は中

分類）・自家発電の種類ごとに集計 

参考表４ 自家発電種類別の販売・払出 自家発電による発電量のうちの販売量を、産業大分



量 類（製造業は中分類）・自家発電の種類ごとに集計 

参考表５ 電気自動車向け充電設備の 

保有割合 

電気自動車向け充電設備の保有割合について、産業

大分類（製造業は中分類）ごとに集計 

 

・集計表は「固有単位表」及び「熱量単位表」を作成する。 

・集計は以下の手順で行う。 

1) エネルギー消費量について金額で回答されたものは数量単位への換算を行っ

た後、熱量単位への換算を行う。 

2) 異常値、外れ値は除外する。異常値、外れ値のチェックは、業種別・規模別並

びに業種別・規模別・燃料種別の対数化後の標準偏差等を基に機械的処理とと

もに業種別・規模別並びに業種別・規模別・燃料種別にヒストグラム等を使っ

た目視チェックを行う。データの除外に関しては資源エネルギー庁長官官房総

務課戦略企画室（以下、「資源エネルギー庁担当者」という。）と調整の上決定

して実施する。 

また、不明回答は推計で補完する。 

3) 標本調査であるため、拡大推計を行う。拡大推計は差推定の手法を用いて、エ

ネルギー消費量、エネルギー消費原単位を算出する。差推定等の具体的な手法

については、「平成２８年度エネルギー消費状況調査委託調査報告書」を参照す

る。 

・後述、３．（１）（１－４）エネルギー消費統計調査の精緻化に向けた検討を踏まえ

集計する。 

・集計表は、（表１）で示したもののほか、経済産業省特定業種石油等消費統計調査

（石油等消費動態統計調査（以下、「石油等消費動態統計調査」という。）等のデー

タを合算して集計した、以下の試算表も作成する。 

・石油等消費動態統計調査またはエネルギー消費統計調査に過去修正が生じた場合、

過年度集計表の再計算の要否・範囲を資源エネルギー庁担当者と協議の上決定す

る。 

 

 

（表２）石油等消費動態統計調査を含む試算表で作成する統計表 

表番号 備考 

第１表 燃料・電力・蒸気受払表 燃料・電力・蒸気の消費量を、産業中分類・エネル

ギー種別・用途別に集計  （１）燃料受払表 

① 業種別表 

② 業種別燃料種別表 

 （２）電力受払表 



 （３）蒸気・熱受払表 

第２表 直接エネルギー投入表 産業中分類・エネルギー種別のエネルギー消費量

（直接エネルギー投入）を集計 

 

・（表１）及び（表２）に掲げる統計表の具体的なフォーマットは、 

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/energy_consumption/ec001/results.ht

ml 

を参照のこと。 

 

② 集計表に付随する資料の作成 

・①の集計値を基に、調査結果の概要（４ページ程度の概要としてまとめる。具体的

な内容については資源エネルギー庁担当者と調整するものとする。） 

・集計表巻頭（調査の概要、集計表の作成方法等についてまとめた資料。石油等消費

動態統計調査等のデータを合算した試算表の分も同様に作成する。） 

 

③ 総合エネルギー統計への組み込み用の集計処理 

・①の集計値を基に、資源エネルギー庁担当者が提供する総合エネルギー統計組込み

用のフォーマット（ＥＸＣＥＬ）に沿って再集計する。 

 

④ 集計表の作成（機械判読可能なデータ形式による作成） 

・①で作成する統計表について、1機械判読可能なデータ形式による集計表を並行し

て作成する。 

・データ形式の詳細は資源エネルギー庁担当者と調整する。 

 

（１－２）令和７年度エネルギー消費統計調査の分析 

主に以下の分析を行う。 

① 回収状況、有効回答状況の分析（業種規模毎の回収状況、調査項目毎の有効回答状

況、数量／物量での回答の状況） 

② 既存統計（電力調査統計、ガス事業統計等）との比較検証 

③ 燃料種別・業種別のエネルギー消費動向の分析 

④ エネルギー転換に関する回答状況の分析（エネルギーの入出力バランス、保有設備

とエネルギー入出力との関係等） 

⑤ 自家用発電、自家用蒸気発生の動向の分析 

⑥ ローテーション・サンプリングにより抽出した事業所の回答状況・効果分析 

 

1 例えばＰＤＦ形式による統計表や、印刷し報告書として提供することを主眼にした表形式

データを、機械判読可能なデータとして利用できる統計表の形式 



⑦ 自由記載欄の分析（内容をカテゴリーに分けて分析） 

⑧ その他（①～⑦において、社会・経済情勢の変化も念頭においた分析とし、必要に

応じ言及する。） 

 

（１－３）令和８年度エネルギー消費統計調査の設計 

標本調査論に基づいて、「（エネ消：別添１）エネルギー消費統計調査における標本設

計について」を参照し、産業大分類別の標本誤差を３％以下に設定した、業種別・従業

者規模別の標本数の計算を行う。この際の母集団情報は事業所母集団データベース（総

務省）とする。なお、後述３．（４）における検討結果を踏まえて対応する。 

 

（１－４）エネルギー消費統計調査の精緻化に向けた検討 

主に以下の項目について検討を行う。なお、各項目の検討にあたっては、必要に応じ

て統計の専門家に意見を聞き、その結果も踏まえて対応する。 

① 業種別、燃料種別、業種別×燃料種別のエネルギー消費量の時系列分析と再集計 

前年度まで実施してきた業種別、燃料種別、業種別×燃料種別のエネルギー消費量

の時系列分析を本年度も引き続き行う。その結果、不自然な動きがみられたもの、及

び資源エネルギー庁担当者が提示した不規則変動がみられる系列についての検証を

行う。検証においては、不自然・不規則変動の原因を探求し、原因毎に分類した上で、

これらを改善するための具体的な方策を考案する。考案に当たっては、昨年度以前の

調査において課題としてあげられた「外れ値の適切な排除や、事業所数の少ない業

種・燃料種の層区分の推定精度向上」という観点も踏まえて行う。 

なお、考案した具体的な方策については、統計調査の集計方法として採用できるよ

うであれば、その方策にて再集計を行う。また、不自然・不規則変動の原因探求の際

に本来調査対象外の事業所の調査票が入っていた場合には集計から除外し、桁間違

いや単位間違い等の疑われるものがあった場合には、資源エネルギー庁担当者に連

絡して疑義照会を行い、正しい数値を確認して（表１）エネルギー消費統計調査で作

成する統計表、（表２）石油等消費動態統計調査を含む試算表で作成する統計表をす

べて再集計する。間違い等により再集計した結果については、令和７年度エネルギー

消費統計調査の集計表を公表する際、前年度の統計表の修正値も合わせて公表する。 

 

② 推定手法の在り方に関する検討 

エネルギー消費統計調査において平成２７年度に導入した差推定による手法は、

業種別・燃料種別のエネルギー消費量の時系列変動の不安定さの解消に一定程度寄

与していることが確認されている。一方、社会・経済情勢の変動に伴うエネルギー消

費量の急激な増減が推定値に適切に反映されなかったり、母集団の経年的な構造変

化が推定値に影響を及ぼしたりする可能性が懸念されるなど、差推定の手法上の課



題が存在している。これらの背景を踏まえ、本事業では、推定値の精緻化に向けた手

法の在り方に関する検討を継続して実施している。 

本年度は、過年度の検討結果を参考にしつつ、必要に応じて追加の検討を行った上

で、差推定によるエネルギー消費量推定の手法に関する体系的なとりまとめを実施

する。とりまとめの内容は下記の点を中心に想定するが、具体的な内容や様式等につ

いては資源エネルギー庁担当者との調整の上で決定する。 

○ エネルギー消費統計調査における推定手法見直しの背景・経緯 

○ 外れ値排除、ローテーション・サンプリング、差推定の考え方 

○ 燃料種別の誤差率低減に関する検討 

○ 差推定と単純推定の構造的な差異や推定値の挙動の比較 

○ 従業者区分の統合や従業者規模の小さい区分の推定に関する検討 

 

とりまとめた内容については統計の専門家等に意見を聴取し、その結果を踏まえ

て、推定値の精緻化に向けた手法の在り方に関する今後の検討の方向性を整理する。

意見聴取先の選定等については資源エネルギー庁担当者と調整の上で決定する。 

 

③ その他 

上記①～②以外に、エネルギー消費統計調査のデータ精緻化や時系列安定化に寄

与する事項や、総合エネルギー統計の観点から有益な要望があった場合、調査事項の

変更・追加・運用方法について、現実的かつ具体的な提案を行う。 

 

（１－５）エネルギー消費統計調査の利活用に係る検討 

① 総合エネルギー統計で既に採用している１０種以外の燃料種のデータ 

現在、エネルギー消費統計の１０種の燃料種（灯油・軽油・Ａ重油・Ｃ重油・ＬＰ

Ｇ・都市ガス・一般炭・コークス・電力・熱）のデータを総合エネルギー統計に計上

しているが、（表３）で示した１０種以外の燃料種についても総合エネルギー統計で

の活用に関する検討を行うため、これらの燃料種の平成２１年度から令和６年度ま

でのデータを集計して提供する。提供する際の統計表のフォーマット等の詳細につ

いては、資源エネルギー庁担当者と調整する。 

 

（表３）１０種以外の燃料種 

燃料種 ISP ISS  燃料種 ISP ISS 

原油 ●   水素 ● ● 

ガソリン ● ●  その他ガス体燃料 ● ● 

炭化水素油（副生油） ●   廃材 ● ● 

石油系炭化水素ガス（副生ガス） ●   廃タイヤ ● ● 

石油コークス ● ●  廃プラスチック ● ● 

ジェット燃料油 ●   ＲＤＦ ● ● 



潤滑油 ● ●  ＲＰＦ ● ● 

アスファルト ● ●  屎尿 ● ● 

再生油（石油由来） ● ●  木炭・切炭 ●  

混合油 ●   木質系燃料 ● ● 

コークス炉ガス ●   その他廃棄物利用 ● ● 

高炉ガス ●   雪氷熱利用 ●  

転炉ガス ●   バガス ● ● 

練炭・豆炭 ●   メタノール（メチルアルコール） ● ● 

天然ガス ● ●  エタノール（エチルアルコール） ● ● 

液化天然ガス（ＬＮＧ） ● ●  ＢＤＦ（バイオディーゼルフユエル） ● ● 

圧縮天然ガス（ＣＮＧ） ● ●  その他液体燃料 ● ● 

メタン ● ●  太陽光発電 ●  

 

② 調査票情報の円滑な二次的利用確保に向けた調査票データ、二次メタ等の整備 

「規制改革実施計画」（令和５年６月１６日閣議決定）においては、政府統計の調

査表情報の二次利用について、学術研究の発展及びＥＢＰＭの推進を図る観点から、

調査票情報の研究者等への提供を迅速化・円滑化することが掲げられている。これら

の実現には、主要な事務のシステム化、提供データの作成自動化、リモートアクセス

環境の構築等、調査票情報の提供に係る一連の事務のデジタル化を推進する必要が

ある。エネルギー消費統計調査についても、こうしたデジタル化の推進に必要となる

「メタデータ」を始めとした調査票データ等について、先行事例（平成２１年度～令

和６年度分）を参考に、独立行政法人統計センター提供の「二次メタ簡易チェック

ツール」で内容チェックや作成支援を受けた上で令和７年度分の整備を実施する。具

体的な作業内容やスケジュールについては、資源エネルギー庁担当者と調整の上で

決定する。 

 

③ その他 

上記①～②以外に、エネルギー消費統計調査の利活用に係る事項や、総合エネル

ギー統計や他の政策・制度運用の観点で有益な要望があった場合には、資源エネル

ギー庁担当者と協議のうえ、必要な分析や、調査事項の変更・追加・運用方法等に関

する提案を行う。 

 

（１－６）エネルギー消費統計作成マニュアルの更新 

エネルギー消費統計の作成に際し、使用した統計データ、調査票情報の加工方法、

処理手順等の詳細を取りまとめた「作業マニュアル」について、本年度事業において

実施した内容を踏まえ更新する。また、既述箇所について必要に応じて見直しを行

う。 

 

（２）都道府県別エネルギー消費統計の整備 

（２－１）都道府県別エネルギー消費統計の集計表作成 

① ２０２４年度及び２０２３年度について、総合エネルギー統計との整合性の確保



し、推計手法等の概念、データ、加工方法、集計方法に基づき都道府県別エネルギー

消費統計を作成する（２０２４年度は暫定値、２０２３年度は確定値となる）。 

② 具体的な作成方法については、「（県エネ：別添１）都道府県別エネルギー消費統計

の作成方法」を参照する。また、最新の都道府県別エネルギー消費統計は以下を参照

する。 

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/energy_consumption/ec002/ 

③ 経済産業省特定業種石油等消費統計調査（以下、「石油等消費動態統計調査」とい

う。）及びエネルギー消費統計調査の調査票情報の利用に当たり、契約後速やかに調

査票情報の利用承認申請関係書類（様式は別途指示）を提出する。 

④ 作成においては、前年の数値との比較において急激な変動がないか等の視点から

十分な精査を行い、変動がみられる場合はその要因について分析する。 

⑤ 上記④の変動要因が推計に用いた石油消費動態統計調査及びエネルギー消費統計

調査のデータに起因するもの、過去データの修正等に起因するものである場合は、遡

及改定の要否・範囲を資源エネルギー庁担当者と協議する。 

 

（２－２）都道府県毎のエネルギー消費実態の分析 

上記、「（２－１）都道府県別エネルギー消費統計の集計表作成」に基づき各４７都道

府県におけるエネルギー消費状況について、エネルギー源や業種毎の推移に関する分

析を行う。 

 

（２－３）都道府県別エネルギー消費統計作成マニュアルの更新 

これまでの都道府県別エネルギー消費統計の作成に際し、使用した統計データ、調査

票情報の加工方法、処理手順、家計調査を使用する際の各種補正手法等の詳細をとりま

とめた「作成マニュアル」に、本年度事業において実施した内容を踏まえ更新する。ま

た、既述箇所についても必要に応じて見直しを行う。 

 

（２－４）都道府県別エネルギー消費統計に係る問い合わせ対応 

① 事業期間中は、問い合わせ窓口（問合せ用メールアドレス）を常設し、都道府県別

エネルギー消費統計に係る問い合わせへの対応を速やかに行う。当該メールアドレ

スは、都道府県別エネルギー消費統計を公表する資源エネルギー庁ホームページに、

問い合わせ窓口として掲載する。なお、対応について、特段の注意が求められると考

えられる場合には、資源エネルギー庁担当者と協議を行う。 

② 資源エネルギー庁ホームページ等への「都道府県別エネルギー消費統計」に係る問

い合わせについても、問い合わせ窓口で速やかに対応する。なお、対応について、特

段の注意が求められると考えられる場合には、資源エネルギー庁担当者と協議を行

う。 



③ 問い合わせ対応結果は、月毎に整理を行い、翌月上旬までに資源エネルギー庁担当

者に報告する。 

 

（２－５）都道府県別エネルギー消費統計データと日本全体データとの整合性確保 

① 都道府県別エネルギー消費統計は一部の推計に「石油等消費動態統計調査」を使

用・加工して作成している。これを「（県エネ：別添１）都道府県別エネルギー消費

統計の作成方法」〔複数事業を営む事業所分の処理〕に示す手順等により、資源エネ

ルギー庁担当者が貸与する同調査の調査票情報を用いて、２０２４年度の都道府県

別の集計を行う。 

② ２０２５年度版の総合エネルギー統計に組み込まれる日本全体のデータ集計を行

う。また、「石油等消費動態統計調査」が年間補正されることを踏まえ、２０２４年

度版の総合エネルギー統計に組み込まれる日本全体のデータ集計を行う。 

③ 総合エネルギー統計における家庭部門（及び乗用車部門）の内訳として、地域別の

消費量が表章されている。２０２４年度版の総合エネルギー統計の推計に際し、当該

部門に組み込むように、都道府県別エネルギー消費統計の家庭部門と同様の推計方

法により、２０２４年度分の都道府県別の家庭部門のエネルギー消費量の推計行う

（対象となるエネルギー種は、ガソリン、灯油、ＬＰＧ、電力）。なお、推計に使用

するデータが未公表の場合には直近年度のデータを代用する。 

④ 都道府県別エネルギー消費統計の更なる精緻化を目指し、総合エネルギー統計と

の整合性の状況について確認を行うと共に、総合エネルギー統計検討会の検討状況、

総合エネルギー統計への反映状況を確認した上で、必要に応じて、都道府県別エネル

ギー消費統計における推計手法等の考え方、新たなデータの収集（過年度分を含む）

及び加工方法等について見直しの検討を行う。 

 

（３）調査報告書の作成 

上記（１）（２）の内容を踏まえ、調査報告書を作成する。報告書案については事

業完了の１か月前を目途に担当部局へ提出し、内容の確認を受けること。また、修正

が必要と判断された場合は、事業完了７日前までに修正版の報告書案を担当部局へ提

出し、再度の確認を受けること。 

 

４．留意事項 

本事業を実施するに当たっては、委託契約書に記載の内容のほか、統計法上の義務

（調査票情報等の適正な管理、調査票情報等の利用制限、守秘義務）や罰則が適用さ

れることに留意し、調査票情報の使用、保管、処分等に当たって、紛失、漏えい等が

生じないよう善良なる管理者の注意をもって、調査票情報等の適正な管理を行う。適

正な管理の例を「（共通：別添２）調査票情報等の適正な管理のために講じるべき措

置の例」に示すので既存の社内規定に照らして不足する部分がある場合には適宜措置



を講じる。また、委託業務が完了した後でも納入物の引き渡し後１年間は、納入物に

瑕疵があることが発見された場合には瑕疵を補修する。 

 

５．事業期間 

委託契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

６．貸与物品（磁気媒体） 

（１）エネルギー消費統計調査の集計・分析 

① エネルギー消費統計調査の調査票情報 

※令和７年度分：令和８年１１月１日以降に貸与。 

② エネルギー消費統計調査対象事業所確定名簿 

※令和７年度分：令和８年１１月１日以降に貸与。 

③ 石油等消費動態統計調査の調査票情報 

※令和７年１月～令和８年３月分：令和８年７月１日以降に貸与。 

 

（２）都道府県別エネルギー消費統計の整備 

① エネルギー消費統計調査の調査票情報 

※令和元年度～令和６年度分：令和８年７月１日以降に貸与。 

② 石油等消費動態統計調査の調査票情報 

※令和６年１月～令和８年３月分：令和８年７月１日以降に貸与。 

 

 

７．納入物 

（１）エネルギー消費統計調査の集計・分析 

１－① 集計表及び付随する資料 

○令和７年度総合エネルギー統計用の集計表 

・３.（１）（１－１）③の「総合エネルギー統計用集計表」について、上記

６．（１）②名簿貸与後令和７年度分は１か月を目途にＥＸＣＥＬ形式により

納入する。 

○令和７年度エネルギー消費統計集計表 

・３.（１）（１－１）①の「エネルギー消費統計集計表」について、上記６．

（１）②名簿貸与後令和７年度分は２か月を目途にＥＸＣＥＬ形式により納入

する。 

○令和７年度石油等消費動態統計調査等のデータを合算した試算表 

・３.（１）（１－１）①の「石油等消費動態統計調査等のデータを合算した試

算表」について、令和７年度分は令和９年３月上旬を目途にＥＸＣＥＬ形式に



より納入する。 

○集計表に付随する資料 

・３.（１）（１－１）②の「調査結果の概要」、「集計表巻頭」について、令

和７年度分は令和９年３月上旬を目途にWord形式により納入する。 

○機械判読可能なデータ形式による集計表 

・３.（１）（１－１）④の「機械判読可能なデータ形式による集計表」につい

て、「エネルギー消費統計集計表」、「石油等消費動態統計調査等のデータを

合算した試算表」共に令和９年３月中旬を目途にＥＸＣＥＬ形式により納入す

る。 

１－② 調査票データ、二次メタ等 

○調査票データ（データ部、事業所情報部） 

・ＣＳＶ形式又は固定長テキスト形式による調査票データを整備する。 

○二次メタ（データ部、事業所情報部） 

・調査票情報の利用申出に当たっての利用予定の変数指定の観点（変数一覧の要

素）及び変数の内容等集計・分析に必要な情報記載や利用申出の内容に応じた

提供データの自動抽出・作成の観点（符号表の要素）からＥＸＣＥＬ形式によ

り、各調査票データ（データ部、事業所情報部）に対応する「二次メタ」を作

成する。 

１－③ 調査報告書（エネルギー消費統計調査の集計・分析） 

○調査報告書電子媒体一式 

・調査報告書、委託調査報告書骨子（様式１）、調査で得られた元データ、委託

調査報告書公表用書誌情報（様式２）、二次利用未承諾リスト（様式３）を納

入する。 

・調査報告書については、ＰＤＦ形式に加え、機械判読可能な形式のファイルも

納入する。なお、報告書のデータ量が１２８ＭＢ、ページ数が１，０００ペー

ジ又は文字数が４００万文字を超過する場合には、いずれの制限も超えないよ

うファイルを分割して提出すること。 

・調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入す

ることとし、特に図表・グラフに係るデータ（以下「図表等データ」とい

う。）については、構造化されたＥＸＣＥＬやＣＳＶ形式等により納入する。 

・活用した集計プログラム（異常値除外のプログラム含む）、推計に要したデー

タ、エネルギー消費統計作成マニュアル等も納入する。 

・なお、様式１及び様式２はＥＸＣＥＬとする。 

○調査報告書電子媒体一式（公表用） 

・調査報告書及び様式３（該当がある場合のみ）を１つのＰＤＦファイル（透明

テキスト付）に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能な図表等デー



タを、プロパティを含む状態で納入する。 

・セキュリティ等の観点から、資源エネルギー庁担当者と協議の上、非公開とす

るべき部分については、特に以下の点に注意し、削除するなどの適切な処置を

講ずる。 

➢ 報告書・Ｅｘｃｅｌデータ等に個人情報や不適切な企業情報が存在しない

か。 

➢ 報告書（ＰＤＦ）に目視では確認できない埋め込みデータ等が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に目視では確認できない非表示情報が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に非表示の行・列が存在しないか。 

・調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されること

を前提とし、資源エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報

告書に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出

典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得る。二次利用の了承を得

ることが困難な場合等は、下記の様式２に当該箇所を記述し、提出する。 

・公開可能かつ二次利用可能なＥＸＣＥＬ等データが複数ファイルにわたる場

合、１つのフォルダに格納した上で納入する。 

➢ 各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとる。 

➢ ＥＸＣＥＬ等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、

資源エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないも

のとする。 

 

（２）都道府県別エネルギー消費統計の整備 

２－① 都道府県別エネルギー消費統計に係る集計表（令和７年１２月上旬）※ 

・都道府県別エネルギー消費統計集計表ついて、令和８年１２月上旬※を目途にＥＸ

ＣＥＬ形式により納入する。 

・活用した集計プログラム、推計に要したデータも納入する。 

※ 
納入時期については、状況により若干前後することも想定。

 

２－② 総合エネルギー統計組込み用集計データ（令和８年８月下旬、令和９年２月下

旬） 

・「３．（２）（２－５）都道府県別エネルギー消費統計データと日本全体データと

の整合性確保」での２０２５年度分の集計結果を、ＥＸＣＥＬ形式により令和８年

８月下旬までに納入する。また、家庭部門の推計については家計調査の２０２６年

平均値が公表（令和９年２月予定）されたら、それを反映したものを再推計し、Ｅ

ＸＣＥＬ形式により令和９年２月下旬までに納入する。 

２－③ 都道府県毎のエネルギー消費実態の分析（令和９年３月３１日） 

・「３．（２）（２－２）都道府県毎のエネルギー消費実態の分析」で行った分析結



果について納入する。 

・上記で行った分析結果のほか、分析に用いたデータ、グラフ等のファイルも納入す

る（ファイル形式は資源エネルギー庁担当者と調整する）。 

２－④ 都道府県別エネルギー消費統計作成マニュアル（更新版）（令和９年３月３１

日） 

・「３．（２）（２－３）都道府県別エネルギー消費統計作成マニュアルの更新」で

作成したマニュアルについて納入する。 

・内容等について、事前に資源エネルギー庁担当者と調整を行い、了承を得た上で納

入する。 

２－⑤ 都道府県別エネルギー消費統計に係る問い合わせ対応結果（令和９年３月３１

日） 

・「３．（２）（２－４）都道府県別エネルギー消費統計に係る問い合わせ対応」で

作成した問い合わせ対応結果について令和９年３月３１日時点版を納入する。 

・内容等について、事前に資源エネルギー庁担当者と調整を行い、了承を得た上で納

入する。 

２－⑥ 調査報告書（都道府県別エネルギー消費統計の整備） 

○調査報告書電子媒体一式 

・調査報告書、委託調査報告書骨子（様式１）、調査で得られた元データ、委託調査

報告書公表用書誌情報（様式２）、二次利用未承諾リスト（様式３）を納入する。 

・調査報告書については、ＰＤＦ形式に加え、機械判読可能な形式のファイルも納入

する。なお、報告書のデータ量が１２８ＭＢ、ページ数が１，０００ページ又は文

字数が４００万文字を超過する場合には、いずれの制限も超えないようファイルを

分割して提出すること。 

・調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入するこ

ととし、特に図表・グラフに係るデータ（以下「図表等データ」という。）につい

ては、構造化されたＥＸＣＥＬやＣＳＶ形式等により納入する。 

・活用した集計プログラム、推計に要したデータ、都道府県別エネルギー消費統計作

成マニュアル等も納入する。 

・なお、様式１及び様式２はＥＸＣＥＬとする。 

○調査報告書電子媒体一式（公表用） 

・調査報告書及び様式３（該当がある場合のみ）を１つのＰＤＦファイル（透明テキ

スト付）に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能な図表等データを、プ

ロパティを含む状態で納入する。 

・セキュリティ等の観点から、資源エネルギー庁担当者と協議の上、非公開とするべ

き部分については、特に以下の点に注意し、削除するなどの適切な処置を講ずる。 

➢ 報告書・Ｅｘｃｅｌデータ等に個人情報や不適切な企業情報が存在しないか。 



➢ 報告書（ＰＤＦ）に目視では確認できない埋め込みデータ等が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に目視では確認できない非表示情報が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に非表示の行・列が存在しないか。 

・調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることを前

提とし、資源エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛

り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、

③当該権利保有者に二次利用の了承を得る。二次利用の了承を得ることが困難な場

合等は、下記の様式２に当該箇所を記述し、提出する。 

・公開可能かつ二次利用可能なＥＸＣＥＬ等データが複数ファイルにわたる場合、１

つのフォルダに格納した上で納入する。 

➢ 各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとる。 

➢ ＥＸＣＥＬ等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、資源

エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとする。 

 

○委託調査報告書骨子、委託調査報告書公表用書誌情報、二次利用未承諾リストの具

体的な作成方法 

・（様式１）委託調査報告書骨子2 

➢ レイアウト（余白、フォント等）に従い、３枚以内にまとめた上でＷｏｒｄ形式

にて納入すること。 

➢ 図表は挿入せずテキスト形式で作成すること。 

➢ 見出しについては記載された項目のとおりとすること。 

・（様式２）委託調査報告書公表用書誌情報3 

➢ ファイル形式はＥＸＣＥＬ形式で納入すること。 

➢ 報告書の英語版や概要版等、公表用の報告書と同一のＰＤＦファイルとするこ

とが適当でない公表用の納入物がある場合には１つのＰＤＦファイルごとに作

成すること。 

・（様式３）二次利用未承諾リスト 

➢ 調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることが

前提だが、二次利用の了承を得ることが困難な場合又は了承を得ることが報告

書の内容に大きな悪影響を与える場合は、報告書の当該箇所に出典等を明示し、

知的財産権の所在を明らかにした上で、当該データを様式３に記載すること（知

的財産権の所在が不明なものも含む）。 

➢ ファイル形式はＥＸＣＥＬ形式で納入すること。 

・様式１～３ダウンロード先 

 
2 委託調査報告書のデータ利活用を促進するため、報告書の概要を骨子としてまとめるもの。 
3 本事業の報告書のオープンデータとしての公表に際し、データとしての検索性を高めるため、当該データの属性情報

に関するデータを作成するもの。 



 https://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html 

 

８．納入方法 

メール提出やファイル交換サイト等の手段を用いること。なお、具体的な納入方

法は資源エネルギー庁担当者と協議の上、決定すること。 

公表用資料一式と非公表資料一式が紛れないように整理して納入すること。 

 

９．納入場所 

資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室 

 

１０．情報管理体制 

① 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発

注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制

図）」及び「情報取扱者名簿」（氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載

されたもの）様式４を契約前に提出し、担当課室の同意を得ること（住所、生年月日

については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当

課室から求められた場合は速やかに提出すること。）。 

なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を

掲載すること。 

（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、資

源エネルギー庁が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある

者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 

② 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいし

てはならないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。 

③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に

変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければならない。 

 

１１．履行完了後の情報の取扱い 

国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、資

源エネルギー庁担当者の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資

料については適切に保管すること。 

 

１２．情報セキュリティに関する事項 

業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイトの構

築・運用等を行う場合、別記「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セ



キュリティ対策を実施すること。 

 

  



（エネ消：別添１） 

エネルギー消費統計調査における標本設計について 

 

１．標本数の設定 

本調査の範囲に相当する事業所について、層化抽出法（ネイマン配分法）によりサンプ

ル数を決定する。 

前年度調査設計時と同様、産業大分類（製造業は産業中分類）単位でエネルギー消費

量総和の標準誤差率が３％以内になることを目的とする。 

各カテゴリに対する発送数は、具体的には下記で表される。 

 

 

 

 

２．カテゴリ区分 

層化（カテゴリ分類）は、下記のとおり行い、必要サンプル数を決定する。 

・業種（産業中分類ベース）×従業者規模区分９区分×管理部門／現場かどうか。 

 

(1 ) 業種分類 

業種分類は産業中分類をベースとするが、一部の産業中分類については業種細分化を

行い、合計１０９の業種に区分する。 

 

(2) 従業者規模区分 

事業所母集団データベース（前年次フレーム）の従業者を利用して、1～3 人、4～9 人、

10～19 人、20～29 人、30～49 人、50～99 人、100～199 人、200～299 人、300 人～

の 9 区分に分割する。 
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(3) 現場 

同一業種であっても、製造業等事業所が管理部門であるかどうか、農林水産業・鉱業・

建設業等の事業所が建物以外の現場を含むかどうか、によってエネルギー消費傾向が異

なる。これらを別カテゴリとして扱うことにより、業種の細分化時と同様に必要発送数

を減らすことができる。 

前年度調査の設問を利用して、以下の業種（産業大分類Ａ～Ｆ、Ｓ）について、現場

の有無別の母集団事業所数を集計し、それぞれ別カテゴリとして標本設計を行う。 

表 1 「現場の有無」の事業所の定義 

 「現場無し」 「現場有り」 

製造業（産業大分類Ｅ） 管理部門のみを

有する事業所 

製造部門・研究部門等を含む事業所 

非製造業（産業大分類Ａ～Ｄ） 

電気・ガス・熱供給・水道業

（産業大分類Ｆ） 

公務（産業大分類Ｓ） 

管理部門のみを

有する事業所 

農林水産業・鉱業・建設業等の建物以

外の現場を含む事業所 

不動産賃貸業・管理業（産業

中分類 69） 

廃棄物処理業（産業中分類

88） 

右記以外の事業

所 

以下のいずれかに該当する事業所 

・発電用ボイラ、コジェネレーショ

ン、生産工程用ボイラ、ディーゼル・

ガスタービン等発電機器の燃料消費

がある 

・蒸気、温水、冷水、その他の自ら発

生・回収量がある 

・自家発電設備による発電を行って

いる 

その他の業種 管理部門・現場の区別をしない。 

 

(4) 標準偏差・母平均・総和・母集団事業所数 

エネルギー消費量の標準偏差、母平均、総和は、前年度調査結果から算出される値（一

次エネルギー投入の合計）を用いる。一次エネルギー投入の定義は下記の通り。 

表 2 一次エネルギー投入の定義 

 一次エネルギー投入 

燃料 消費（生産ボイラ用・発電ボイラ用・コジェネ用・ディー
ゼル用を含む） 

電力 購入－販売 

熱源 購入－販売 

 



このときの標準偏差・母平均は標本調査部分の、総和は経済産業省特定業種石油等消

費統計調査（石油等消費動態統計調査）の単純集計結果を合算した値を用いる。 

母集団事業所数は、事業所母集団データベース（前年次フレーム）に基づき集計を行っ

た結果から、単純集計部分の経済産業省特定業種石油等消費統計調査（石油等消費動態

統計調査）対象事業所・省エネ法定期報告対象事業所数（前年度実績）・自家発電名簿登

載事業所を除く。 

 

(5) 有効回答率 

有効回答率（有効回答数／調査票抽出数）は、前年度調査の有効回答率を用いる。 

 

３．ローテーション・サンプリング 

経年変化の安定化を図ることを目的に、標本抽出する際には、２分の１ずつ標本の入れ

替えを行うこととし、一度抽出した事業所は２年間継続して調査を実施するものとする。 

 

４．母集団名簿の取り扱いについて 

今年度調査においては、標本抽出時には事業所母集団データベース（前年次フレーム）

を使用し、拡大推計時（公表時）には、事業所母集団データベース（今年次フレーム）を

利用する予定。これは、前年次フレームよりも今年次フレームのほうが、今年度の事業所

の実態により即した業種・規模分布を表していると考えられる。 

  



（県エネ：別添１） 

都道府県別エネルギー消費統計の作成方法 

 

⚫ 都道府県別エネルギー消費統計は、大きく「企業・事業所他」「家庭」「運輸」などの「部

門」に区分され、各部門の推計に応じた統計データ、加工手法によって作成される。概

要は以下のとおり。 

 

【企業・事業所他部門】 

主に「石油等消費動態統計調査」「エネルギー消費統計調査」を用いて推計 

⚫ 農林水産鉱建設業部門 

「農林水産鉱建設業」については、「農林水産業」「鉱業他」「建設業」の３部門に分

類している。 

「エネルギー消費統計調査」を主に用いて推計。具体的には、同調査対象事業所のう

ち「エネルギー管理指定工場」分の個票データを都道府県別に集計。これ以外の分は、

「総合エネルギー統計」の値をもとに、都道府県別・業種別の従業者数で按分し、都道

府県毎の値を算出。 

農林水産業・鉱業・建設業部門の部門分類と使用統計 

 

 

⚫ 製造業部門 

製造業については、「食品飲料製造業」「繊維工業」「木製品･家具他工業」「パルプ･紙･

紙加工品製造業」「印刷･同関連業」「化学工業（含石油石炭製品）」「プラスチック･ゴム･

皮革製品製造業」「窯業･土石製品製造業」「鉄鋼･非鉄･金属製品製造業」「機械製造業」

「他製造業」の１１部門に分類している。 

製造業のうち、「パルプ･紙･紙加工品製造業」「化学工業（含石油石炭製品）」「窯業･

土石製品製造業」「鉄鋼･非鉄･金属製品製造業」「機械製造業」の５業種については、石

油等消費動態統計調査の個票データを都道府県別に集計。これ以外の部門については

「エネルギー消費統計調査」を用いて推計。具体的には、同調査対象事業所のうち「エ

ネルギー管理指定工場」分の個票データを都道府県別に集計。これ以外の分は、「総合

エネルギー統計」の値をもとに、都道府県別・業種別の従業者数で按分し、都道府県毎

の値を算出。石油等消費動態統計調査を用いて推計している５業種分についても、石油

統計の部門分類
対応する標準産業分類
（中分類コード）

使用する統計等

610000 農林水産鉱建設業

611000 農林水産業 01-04

612000 鉱業他 05

615000 建設業 06-08

※新たに各種農林水産統計データを活用

・エネルギー消費統計調査
（エネルギー管理指定工場分の個票を積み上げ）
・総合エネルギー統計
（上記以外の分を都道府県別に按分）



等消費動態統計調査個票データの積み上げだけでなく、この手法も用いて推計に組み

込んでいる。 

なお、石油等消費動態等計調査を集計する際は以下の処理を行う必要がある。 

 

〔最終消費ベースから投入ベースへの変換処理〕 

・都道府県別エネルギー消費統計は、自らの事業所で発生させて使用した蒸気や電力

は、事業所内でのエネルギー消費としては計上せず、これらを発生させるために投入し

た燃料等の使用量をエネルギー消費として計上することとしている。この概念に相当

するように石油等消費動態統計調査の個票データを変換処理した後、集計に組み込む

ものとする。 

 

〔複数事業を営む事業所分の処理〕 

・業種別に調査票が設計されている石油等消費動態統計調査では、複数業種の調査票の

対象となる事業所が存在する。この場合は、石油等消費動態統計調査が対象とする特定

の業種以外の事業向けのエネルギー消費量も含まれているため、これを当該事業所の

主たる業種に計上するための処理を行った後、集計に組み込むものとする。 

製造業部門の部門分類と使用統計 

 

 

⚫ 業務他（第三次産業）部門 

業務他部門（第三次産業）については、「電気ガス熱供給水道業」「情報通信業」「運

輸業･郵便業」「卸売業･小売業」「金融業･保険業」「不動産業･物品賃貸業」「学術研究･

専門･技術サービス業」「宿泊業･飲食サービス業」「生活関連サービス業･娯楽業」「教育･

学習支援業」「医療･福祉」「複合サービス事業」「他サービス業」「公務」「業種不明・分

類不能」の１５部門に分類している。 

これらの部門については、「エネルギー消費統計調査」を主に用いて推計。具体的に

統計の部門分類
対応する標準産業分類
（中分類コード）

使用する統計等

620000 製造業

622000 食品飲料製造業 09-10

622000 繊維工業 11

623000 木製品･家具他工業 12-13 （個票データを都道府県別に積み上げ）

624000 パルプ･紙･紙加工品製造業 ※ 14 （事前のデータ加工が必要）

625000 印刷･同関連業 15

626000 化学工業 (含 石油石炭製品) ※ 16-17 ・エネルギー消費統計調査

627000 プラスチック･ゴム･皮革製品製造業 18-20 （エネルギー管理指定工場分の積み上げ）

628000 窯業･土石製品製造業 ※ 21

629000 鉄鋼･非鉄･金属製品製造業 ※ 22-24 ・総合エネルギー統計

630000 機械製造業 ※ 25-31 （上記以外の分を都道府県別に按分）

641000 他製造業 32

・石油等消費動態統計調査（左欄のうち※
の業種）



は、同調査対象事業所のうち「エネルギー管理指定工場」分の個票データを都道府県別

に集計。これ以外の分は、「総合エネルギー統計」の値をもとに、都道府県別・業種別

の従業者数で按分し、都道府県毎の値を算出。 

業務他（第三次産業）部門の部門分類 

 

 

【家庭部門（「家庭乗用車」）を含む】 

主に「家計調査」を用いて、他統計（住民基本台帳、県民経済計算）で補完して推計 

⚫ 家庭部門と家計調査 

家庭部門、乗用車（家庭）部門については、各都道府県の一般世帯のエネルギー消費

を、家計調査（総務省が実施）の品目別世帯平均支出額をベースに推計。 

具体的には、家計調査の「電気代」「プロパンガス」「灯油」「ガソリン」の１世帯当

たり品目別支出額をもとに、地域別（東北、関東、など）の消費量（家計調査の「平均

価格」を用いて算出）を把握。これを各品目の特性に応じた指標を用いて地域内の当該

各都道府県に按分して推計。 

 

⚫ 家庭（家庭乗用車含む）部門における家計調査の使用と補正 

家庭（家庭乗用車含む）部門の推計を家計調査から推計するに当たり、品目によって

は「世帯人員補正」「消費支出補正」を行っている。その背景と目的は以下のとおりで

ある。 

1) 世帯人員補正 

家計調査から得られるデータの制約から、１世帯当たり品目別平均支出額は、「二人

以上の世帯」のデータがベースとなっている。これを、「住民基本台帳（総務省）」を

統計の部門分類
対応する標準産業分類
（大分類コード）

使用する統計等

650000 業務他（第三次産業）

651000      電気ガス熱供給水道業 Ｆ

652000      情報通信業 Ｇ ・エネルギー消費統計調査

653000      運輸業･郵便業 Ｈ （エネルギー管理指定工場分の積み上げ）

654000      卸売業･小売業 Ｉ

655000      金融業･保険業 Ｊ ・総合エネルギー統計

656000      不動産業･物品賃貸業 Ｋ （上記以外の分を都道府県別に按分）

657000      学術研究･専門･技術サービス業 Ｌ

658000      宿泊業･飲食サービス業 Ｍ

659000      生活関連サービス業･娯楽業 Ｎ

660000      教育･学習支援業 Ｏ

661000      医療･福祉 Ｐ

662000      複合サービス事業 Ｑ

663000      他サービス業 Ｒ

680000      公　務 Ｓ

699999      業種不明・分類不能 ･･･



用いて実世帯人員を算定し、これとの対比で「二人以上世帯」から「全世帯」に補正

するための処理を行っている。 

なお、電気についてはより精緻な推計とするため、10 地方ごとに細分化して補正す

るための処理をしている。 

 

2) 消費支出補正 

家計調査の調査対象はサンプルにより抽出されている。この精度を「県民経済計算」

の支出額と対比することで検証し、乖離がみられる場合は、エネルギー消費支出の弾

性値を算定し、補正するための処理を行っている。 

なお、電気についてはより精緻な推計とするため、総世帯の年間収入五分位別世帯

人員別の消費支出と電気代から重回帰分析して推計した補正係数を利用している。 

家計調査による家庭部門の推計方法 

 

 

⚫ 家計調査以外のデータから推計する家庭部門 

・都市ガス･･･ガス事業年報の都市ガスの販売量を都道府県別に集計（なお、「ガス事業

年報」において都道府県別のデータが非公開であった場合は、別途推計方法を検討す

る。） 

・熱･･･熱供給事業便覧の熱の販売量を都道府県別に集計 

（備考）上記中、「個票データ」については、資源エネルギー庁担当者より貸与する。所用

の手続きに伴う対応事案に対しては資源エネルギー庁の指示に従い対応すること。 

  

消費量の把握 都道府県別の按分 世帯人員補正 消費支出補正

700000 家庭
43X 電気代

家計調査より地域
別の消費量を把握

家計調査の県庁所
在地データより地
域内の県別に按分

住民基本台帳との
対比で補正係数を
算出

県民経済計算との
対比で補正係数を
算出

431 都市ガス（※） － － － －

432 プロパンガス
家計調査より地域
別の消費量を把握

ＬＰガス資料年報
の都道府県別ＬＰ
ガス消費世帯数に
より按分

住民基本台帳との
対比で補正係数を
算出

補正は行っていな
い

433 灯油
家計調査より地域
別の消費量を把握

家計調査の県庁所
在地データより地
域内の県別に按分

住民基本台帳との
対比で補正係数を
算出

補正は行っていな
い

811000 運輸
       /旅客
        /乗用車

750 ガソリン
家計調査より地域
別の消費量を把握

家計調査の県庁所
在地データより地
域内の県別に按分

住民基本台帳との
対比で補正係数を
算出

県民経済計算との
対比で補正係数を
算出

※都市ガスは、家計調査からの推計は行っていない。
「ガス事業年報」の都市ガスの販売量を都道府県別に集計して使用する。
なお、「ガス事業年報」において、都道府県別のデータが非公開であった場合は、別途推計方法を検討する。

統計の部門分類
対応する家計
調査の調査費目

推計方法



都 道 府 県 別 エ ネ ル ギ ー 消 費 統 計 の 推 計 方 法 と そ の 変 更 に つ いて  

２０２０年１２月作成 

２０２４年１２月更新 

資源エネルギー庁 

1 本統計の推計方法 

都道府県別エネルギー消費統計の推計に用いたデータとその推計方法を以下に示す。 

1.1 推計に用いたデータ 

都道府県別エネルギー消費統計の推計には、企業・事業所他、家庭及び運輸の部門別に、

以下に示すデータを用いている。 

表 都道府県別エネルギー消費統計における部門別の推計方法 

企業・事

業所他 

⚫ 石油等消費動態統計調査対象事業所、及びエネルギー消費統計調査対象事業

所のうちエネルギー管理指定工場は、各統計の個票を直接集計している。 

⚫ 上記以外の事業所は、総合エネルギー統計の値をもとに、都道府県別・業種

別の従業者数で按分している。 

家庭 ⚫ 都市ガスはガス事業年報及びガス事業生産動態統計をもとに推計している。 

⚫ 熱は熱供給事業便覧の販売量を都道府県別に集計している。 

⚫ 電力、プロパンガス及び灯油は家計調査の購入数量をもとに推計している。 

⚫ 太陽光発電の自家発自家消費は、固定価格買取制度（FIT）における住宅用太

陽光発電受電量等をもとに推計している。 

運輸 ⚫ 家計調査のガソリン購入数量をもとに推計している。 

1.2 エネルギー転換部門の扱いについて 

エネルギー転換部門の消費量の扱いについては、転換を行う主体の違いによって計上

の考え方が異なっている。 

 

① エネルギー供給事業者がエネルギー転換を行う場合 

転換したエネルギーを供給することを生業としている電気事業者、都市ガス事業者及び

熱供給事業者の場合、これらの事業者が転換したエネルギーを最終的に消費する需要家側

で消費量を計上する。 



 

図 エネルギー供給事業者がエネルギー転換を行う場合の計上方法 

 

② 自家発電による電力を消費する場合 

事業所内で自家発電や蒸気発生を行い、生成されたエネルギーの大半を自ら消費する場

合、投入した燃料量を最終消費として計上する。 

 

図 自家発電を行い自家消費する場合の計上方法 

 

③ 事業所内で石炭製品を製造する場合 

自家発電と同様に、石炭（原料炭）を投入し、事業所内で発生させたコークス、コークス

炉ガス、高炉ガス及び転炉ガス等の石炭製品を消費する場合、事業所内で最初に投入した石

炭（原料炭）を消費量として計上する。 

 

図 石炭製品を製造する事業者の計上方法 

 

転換部門 電気事業者

企業・事業所他最終消費部門

燃料 電力

投入 発生

消費

最終消費を計上

電力寄与損失･
排出量配分

損失

転換部門 自家発電

企業・事業所他最終消費部門

燃料 電力

投入 発生

消費

投入量を計上

電力寄与損失･
排出量配分

損失

転換部門 石炭製品製造

企業・事業所他最終消費部門

原料炭 石炭製品

投入 発生

消費

投入量を計上



2 本統計の推計方法の変更について 

2.1 変更のポイント 

都道府県別エネルギー消費統計では、主に以下に示す推計方法の変更を行っている。 

 

【２０２０年１２月実施分】 

① 総合エネルギー統計の改訂を踏まえた再集計 

② エネルギー消費統計調査対象事業所の集計方法の変更 

③ 家庭・運輸のエネルギー消費における補正方法の精緻化 

④ 家庭用太陽光発電の自家発自家消費量の計上 

⑤ 集計表の遡及推計・公表期間変更及び企業・事業所他の過年度値補完方法の変更 

 

【２０２４年１２月実施分】 

⑥ 家庭の電気のエネルギー消費における補正方法の精緻化 

 

以下に、それぞれ具体的な内容を解説する。 

2.2 具体的な変更内容 

① 総合エネルギー統計の改訂を踏まえた再集計【２０２０年１２月実施分】 

平成 29 年に我が国全体のエネルギーの需給を表す総合エネルギー統計が改訂された。具

体的には、電力調査統計月報等の改訂に伴う事業用発電部分の区分の見直し、農林水産業に

おけるエネルギー消費量の計上方法の改善等が実施されている。 

上記の変更に伴い、都道府県別エネルギー消費統計では、総合エネルギー統計との整合性

の確保及び精緻化のため、改訂後の総合エネルギー統計を用いた再集計を実施した。 

また、改訂後の総合エネルギー統計で実施した農林水産業における個人経営体等のエネ

ルギー消費量を、各種農林水産統計データ等に基づき都道府県別に集計し計上した。 

② エネルギー消費統計調査対象事業所の集計方法の変更【２０２０年１２月実施分】 

従来、都道府県別エネルギー消費統計では、エネルギー消費統計調査対象事業所のうちエ

ネルギー管理指定工場（以下「省エネ法対象事業所」という。）の個票を都道府県別に集計

していた。 

一方、エネルギー消費統計においては「差推定」の考え方に基づく推計手法を確立し、平

成 27 年度の集計値より導入した。 

そこで、都道府県別エネルギー消費統計においても、エネルギー消費統計で導入した「差

推定」の考え方に基づく推計手法を適用した。 

なお、「差推定」の考え方に基づく推計手法とは、予め各事業所の回答の「予測値」を作

成しておき、エネルギー消費傾向の近い層別に全事業所分の予測値を集計した値と有効回

答事業所分の回答値の差から「標本当たりの差」を求め、非標本について予測値に「標本当



たりの差」を加えることで拡大する手法である。都道府県別エネルギー消費統計における差

推定では、エネルギー消費統計の集計層区分に地域（都道府県）の区分を追加することでよ

り細かい層を作成し、それぞれの層において差推定を実施した。 

③ 家庭・運輸のエネルギー消費における補正方法の精緻化【２０２０年１２月実施分】 

家計調査を用いた推計では、家庭部門の電気や運輸部門（家計乗用車）のガソリンの推計

に用いる消費支出補正係数の精緻化を図った。従来、家庭部門の電気や運輸部門（家計乗用

車）のガソリンの消費量は、県民経済計算「家計最終消費支出」と家計調査「消費支出」か

ら推計した消費支出補正係数を用いて補完している。しかし、家計調査では、持ち家の帰属

家賃を含まない消費支出を利用している一方で、県民経済計算では、持ち家の帰属家賃を含

めた家計最終消費支出を用いており、集計対象範囲が異なっていた。また、総合エネルギー

統計においても、過去の改訂において国内家計最終消費支出（帰属家賃を含む）から、帰属

家賃を除いた国内家計最終消費支出を用いられるようになった。そこで、都道府県別エネル

ギー消費統計においても補正係数の精緻化及び総合エネルギー統計との整合性を担保する

ため、消費支出補正の推計に用いる県民経済計算の「家計最終消費支出」について、帰属家

賃を除いた家計最終消費支出を用いた集計を実施した。なお、帰属家賃を除いた国内家計最

終消費支出は、データ整備がされていない年度や都道府県もあることから、一部の都道府県

は経済活動別県内総生産に示されている不動産業産出額等を用いて補正を行った。 

④ 家庭用太陽光発電の自家発自家消費量の計上【２０２０年１２月実施分】 

総合エネルギー統計では、改訂によりこれまで計上されていなかった住宅用太陽光発電

の自家発自家消費量を計上している。具体的な方法としては、ＦＩＴ住宅用太陽光発電受電

分に調達価格等算定委員会公表値（年報データ）を基に設定した余剰売電比率を乗じて推計

している。よって、総合エネルギー統計との整合性の確保及び家庭用太陽光発電が増加して

いる情勢を踏まえ、都道府県別エネルギー消費統計においてもＦＩＴ住宅用太陽光発電の

都道府県別の設備容量、余剰電力比率、設備利用率等を用いて太陽光発電自家発自家消費量

を推計した。ＦＩＴ制度開始前については、太陽光発電協会や一般社団法人新エネルギー導

入促進協議会等の設備容量データから推計した。また、都道府県別の余剰電力比率は、経済

産業省が保有する年報データにより推計した。 

なお、集計表上は、家庭部門の再生可能・未活用エネルギーとして、一次エネルギーに換

算された値が計上されている。 

⑤ 集計表の遡及推計・公表期間変更及び企業・事業所他の過年度値補完方法の変更【２０

２０年１２月実施分】 

２０１７年度以前の集計表について、上記①～④の変更を踏まえた遡及推計を実施した。

また、２００６年度以前の集計表については、推計方法を新たに検討し推計を実施した。具

体的には、２００７年度から存在するエネルギー消費統計調査に関しては、２００６年度以

前の値について、別途各種統計の値を用いて補完を実施した。また、石油等消費動態統計に



関しても統計の集計バウンダリが大幅に改変されていることから、近年のバウンダリを維

持した過年度の集計が困難であることから、同様に各種統計から１９９０年度の値を推計

した。過年度値の推計は、総合エネルギー統計における過年度値の推計手法と同様に、事業

所・企業統計や経済センサスに基づく事業所数、産業連関表における業種別・エネルギー源

別の中間投入額の時系列値等を用い実施した。具体的な推計方法は以下の通り。なお、石油

等消費動態統計については、従業者数区分別のエネルギー消費量データがないため、別途集

計した値で推計した。 

なお、遡及期間・集計表作成年度は、①～④の推計方法の導入や過年度補完に用いるデー

タの制約などから生じる精度維持やユーザーニーズの観点から、「１９９０年度」「２００５

年度」「２００７年度～２０１８年度」とした。 

 

Ｘ
𝑟𝑖𝑗𝑘,(𝑡)

＝1 事業所当たりの業種別燃料別中間投入の変化率𝑄𝑅𝑖𝑘,(𝑡) 

     ×業種別従業者規模別事業所数変化率（都道府県）𝑁𝑅ｒ𝑖𝑗,(𝑡) 

     ×基準年の業種別従業者規模別燃料種別のエネルギー消費量（都道府県）Ｘ
ｒ𝑖𝑗𝑘,(𝑎)

 

𝑄𝑅𝑖𝑗𝑘,(𝑡)＝((𝐶𝑖𝑘,(𝑡) 𝑃𝑘,(𝑡)⁄ ) 𝑁𝑖,(𝑡)⁄ )/(𝐶𝑖𝑘,(𝑎) 𝑁𝑖,(𝑎)⁄ ) 

𝑁𝑅𝑟𝑖𝑗,2011＝𝑁𝑟𝑖𝑗,(𝑡)/𝑁𝑟𝑖𝑗,(𝑎) 

t : 年度又は暦年 (1990,2005) 

a : 基準年度（エネルギー消費統計 2011 年度、石油等消費動態統計 2005 年度） 

r : 都道府県 

i : 業種 (産業中分類 A01 農業 ～ R96 地方公務 (第 9 回～第 12 回産業分類基準)) 

j : 従業者数区分 (01;1～4 人 ～ 09;300 人以上) 

k : エネルギー源 (灯油･軽油･A 重油･C 重油･LPG･都市ガス･一般炭･コークス･電

力･熱,等) 

𝑋𝑟𝑖𝑗𝑘(𝑡)
  : エネルギー消費量 (TJ, 業種 i, 従業者数区分 j, エネルギー源 k, 年度/暦年 t) 

𝑄𝑅𝑖𝑗𝑘(𝑡)
 : 事業所当購入量補正係数 (--, 業種 i, エネルギー源 k, 年度/暦年 t) 

𝐶𝑖𝑘(𝑡)  : 名目中間投入額 (円, 業種 i, エネルギー源 k, 年度/暦年 t) 

𝑃𝑘(𝑡)  : 名目平均価格 ( ＝ (Σi Cik(t) / (ΣiΣj Xijk(t)) ) 

𝑁𝑅𝑟𝑖𝑗(𝑡) : 事業所数補正係数 (--, 業種 i, 従業者数区分 j, 年度/暦年 t) 

𝑁𝑟𝑖𝑗(𝑡)  : 事業所数 (件, 業種 i, 従業者数区分 j, 年度/暦年 t) 

  



⑥ 家庭の電気のエネルギー消費における補正方法の精緻化【２０２４年１２月実施分】 

家計調査を用いた推計において、家庭部門の電気の推計に用いる補正係数の精緻化を

図った。従来、消費支出補正の推計に用いる県民経済計算の「家計最終消費支出」について、

帰属家賃を除いた家計最終消費支出を用いた集計を実施した。なお、帰属家賃を除いた国内

家計最終消費支出は、データ整備がされていない年度や都道府県もあることから、一部の都

道府県は経済活動別県内総生産に示されている不動産業産出額等を用いて補正を行った。

しかし、補正の際に世帯人員補正と消費支出補正を用いているが、世帯人員補正にも消費支

出の補正が含まれており消費支出が過剰に補正されてしまうことが懸念された。そこで、世

帯人員補正係数に消費支出の影響を排除した世帯人補正係数を全国・１０地方ごとに作成

し補正を行った。また、消費支出係数についても暦年の消費支出と電気代から重回帰分析に

より全国・１０地方共通の消費支出係数を作成し補正を行った。 

なお、この変更は過年度分（１９９０、２００５、２００７～２０２１年度）も含め全年

度に対して遡及推計している。 

 

  



3 統計表について 

 

固有単位表：エネルギーの種類に応じて固有の単位で消費量を示す。各エネルギー種の

単位は固有単位表の Display Unit に記載されている単位。 

エネルギー単位表：全てのエネルギー種の消費量を TJ（テラジュール）で示す。 

炭素単位表：全てのエネルギー種の消費量を炭素換算重量で示す。二酸化炭素に換算す

るには、分子量の比として、炭素換算重量に 44/12 を乗じる。 

 

非エネルギー利用：エネルギー利用はエネルギー（燃料）としての消費量、非エネルギー

は原料としての消費量を示す。 

 

電力寄与損失・排出量配分：その業種で消費した電力量を生み出すために発電所等で損

失したエネルギー量を示す。 

熱寄与損失・排出量配分：外部から受け入れた蒸気発生に伴う損失相当分のエネルギー

量を示す。 

 

運輸部門に計上されている消費量の対象範囲：本統計の運輸部門に計上されている消

費量「旅客：乗用車：家計利用寄与」分。 

 

再生可能エネルギーの計上：発電用・蒸気用・直接加熱用に利用された、一次エネルギー

としての投入量を計上。具体的なエネルギー種は、回収黒液、廃材、廃タイヤ、廃プラ

スチック、ＲＤＦ、ＲＰＦ、木質系燃料、バガス、太陽光発電、太陽熱利用、排熱・抽

木等。 

 

総合エネルギー統計との対応：都道府県別エネルギー消費統計の合計値と総合エネル

ギー統計の値は必ずしも一致しない。これは、都道府県別エネルギー消費統計では、「投

入ベース」の考え方により作成しているため。例えば、事業所で自家発電の電気を消費

する場合、総合エネルギー統計の最終エネルギーでは「電気」として計上しているのに

対し、都道府県別エネルギー消費統計では「燃料」（都市ガス等）として計上。 

 

詳細データの有無：公表している業種・燃料区分以下に細分されたデータは集計してい

ない。また、都道府県下、詳細な自治体区分（市区町村等）のデータは有していない。 

 

【都道府県別エネルギー消費統計 掲載ホームページ】 

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/energy_consumption/ec002/ 

  



 

 

都道府県別エネルギー消費統計 集計表 （例：北海道）【固有単位表】 

  



 

 

都道府県別エネルギー消費統計 集計表 （例：北海道）【エネルギー単位表】 

  



 

 

都道府県別エネルギー消費統計 集計表 （例：北海道）【炭素単位表】 

 

  



 

 

 

（共通：別添２） 

 

調査票情報等の適正な管理のために講じるべき措置の例 

 

１ 管理体制 

(1) 調査票情報等を適正に管理するため、管理責任者を置く。 

(2) 管理責任者は、必要に応じてその事務の一部を担当させるため、管理担当者を指定する。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等の管理に係る業務を適正に運営するため、調査事務従事者の事務の範囲

及び責任を明確にする。 

(4) 管理責任者は、 調査票情報等の管理に係る業務において、災害時等の非常時における対策を定めると

ともに、その内容を調査事務従事者に周知する。 

 

２ 調査票情報等の管理 

(1) 管理責任者は、調査票情報等を取り扱うことができる調査事務従事者及び取り扱うことができる調査

票情報等の範囲を定める。 

(2) 管理責任者は、調査票情報等の受払い、保管に関し、必要な事項の台帳等への記録、定期的又は随時

の点検を行う。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等について、所定の場所に保管し、その重要度に応じ、耐火・耐熱庫への

保管、施錠の措置を講ずる。 

(4) 管理責任者は、保存期間が経過した調査票情報等を廃棄する場合は、焼却、溶解、消去等の措置を講

ずる。 

(5) 管理責任者は、(1)から(4)の他、１～６に掲げる適正管理に関する事務の統括を実施する。 

 

３ 集計処理時における調査票情報等の管理 

(1) 集計処理時における調査票情報等の取扱いは、管理責任者又は管理担当者の指示又は承認を受けた者

が行い、日々の集計のための作業が終了した後は、所定の場所に収納する。 

集計処理時にサーバーからクライアントに情報を移行して処理する場合において、集計処理が終了し

た後は、クライアントの情報を消去し、サーバーの定められたエリアに情報が格納されたことを確認す

る。 

(2) 集計処理は、協議して作成する計画に従って行い、管理担当者は、集計処理の内容に応じた実績の記

録を行い、計画との照合等の措置を講ずる。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等の集計処理の実績記録の内容を点検し、その実施状況を確認する措置を

講ずる。 

 

４ コンピュータによる集計処理 

(1) 管理責任者は、コンピュータによる集計の管理者（以下「集計管理者」という。）を指定する。 

(2) コンピュータによる集計処理は、集計管理者の指示又は承認を受けた者が行う。 

(3) 管理責任者は、コンピュータによる集計処理の実施状況を把握するため、集計処理に応じた実績を記

録し、計画との照合等を行う。 

(4) 管理責任者は、コンピュータの使用に関し、パスワード、識別カード等を設けるとともに、その管理

方法（登録、発行、更新、変更、抹消、保管等）を定め、定期的に又は随時、これを見直し、パスワー

ドの見読防止、識別カードの不正使用防止等の措置を講ずる。 

(5) 管理責任者は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録）に記録された内容の秘匿の必要性の度合いに応じ、特定の集計処理を特定の



 

 

コンピュータに限定する、又は使用者に応じてアクセス可能な領域、機能を限定するなどの措置を講ず

る。 

(6) アンチウイルスソフトウエア、セキュリティパッチの導入、スクリーンロックの導入、定期的なデー

タのバックアップ等適切なセキュリティ対策を講ずるほか、必要に応じて出力機器又はメールの利用制

限、外部ネットワークとの遮断を行う。 

(7) 外部と接続しているコンピュータを利用する場合は、ファイアウォール（外部からの不正なアクセス

を遮断し、内部から外部にアクセスできる仕組み）の設定を行う。 

 

５ 電磁的記録の管理 

(1) 管理担当者は、電磁的記録の障害の有無等について、定期的に又は随時、点検を行い、適切な管理を

実施するとともに、その結果を資源エネルギー庁に報告する。 

(2) 管理責任者は、電磁的記録のアクセスモニタリング機能（不正が行われていないかを監視するため

に、電磁的記録へのアクセス記録を採取し、記録する機能）を設け、その記録を定期的に又は随時分析

する等の方法により、不正アクセスに対し適切な対応を行う。 

 

６ 調査票情報等の保管施設の管理及び保安 

(1) 入退室管理 

①管理責任者は、必要に応じ、調査票情報等の保管室等への入室資格者を定めるとともに、入室目的の

確認、入退室の記録、部外者の識別化及び管理担当者の立会い等の措置を講ずる。 

②管理責任者は、必要に応じ、調査票情報等の保管室等の出入口の特定化による入退室の制限などの措

置を講ずる。 

③管理責任者は、必要に応じ、機械により入退室管理を行っている場合は、パスワード、識別カード等

を設けるとともに、その管理方法（登録、発行、更新、変更、抹消、保管等）を定め、定期的に又は随

時、これを見直し、パスワードの見読防止、識別カードの不当使用防止等の措置を講ずる。 

(2) 保安設備 

①不正・犯罪に備え、必要に応じ、調査票情報等の保管室に防犯ベル、監視設備の設置等の防犯措置を

講ずる。 

②災害に備え、必要に応じ、保管する媒体の特性を踏まえ、防火、防煙、防水、耐震等を考慮した調査

票情報等の保管室の設置場所を選定するなどの保安措置を講ずる。 

(3) 事故発生時の対策 

①管理責任者は、調査票情報等の紛失、消失、汚損等の事故が発生したときは、速やかにその経緯、被

害状況等を調査するとともに、その調査結果について資源エネルギー庁に報告する。また、同庁の指示

を受け、必要な措置を講ずる。 

②管理責任者は、事故の原因分析に努め、必要な再発防止策等の措置を講ずる。 

 


